
特定医療費支給認定実施要綱 一部改正  新旧対照表 
変更点は下線部 

新 旧 

別紙 

特定医療費支給認定実施要綱 

 

平成26年12月３日健発1203第１号 

最終一部改正 令和４年５月20日健発0520第５号 

 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50号。以下「法」

という。）第５条第１項に基づく特定医療費の支給認定（以下「支給認定」と

いう。）の事務手続及び運営等については、法令の定めるところによるほか、

本要綱を踏まえ、もって支給認定の適正な実施を図られたい。 

 

第１～第４ （略） 

 

 

第５ 支給認定 

１～６ （略） 

７ 支給認定の変更 

（１） 受給者が支給認定の変更の申請を行うときには、変更申請書（別紙様

式第１号）に必要事項を記載し、変更の生じた理由を証する書類を添え

て提出させることとする。また、都道府県等は変更の認定を行う場合に

おいて、必要があると認めるときは、受給者に対し、受給者証を提出さ

せることができる。 

なお、申請書及び受給者証の記載事項の変更のうち、変更申請書の提

出を要するのは、負担上限月額（所得区分、高額難病治療継続者の該当

及び世帯内按分の変更等によるもの）及び受療を希望する指定医療機関、

支給認定に係る指定難病の名称のみとし、これら以外の変更については、

特定医療費受給者証等記載事項変更届（別紙様式第５号）をもって届出

させることとする。 

 

（２） （略） 

別紙 

特定医療費支給認定実施要綱 

 

平成26年12月３日健発1203第１号 

最終一部改正 令和４年３月17日健発0317第９号 

 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50号。以下「法」

という。）第５条第１項に基づく特定医療費の支給認定（以下「支給認定」と

いう。）の事務手続及び運営等については、法令の定めるところによるほか、

本要綱を踏まえ、もって支給認定の適正な実施を図られたい。 

 

第１～第４ （略） 

 

 

第５ 支給認定 

１～６ （略） 

７ 支給認定の変更 

（１） 受給者が支給認定の変更の申請を行うときには、変更申請書（別紙様

式第１号）に必要事項を記載し、変更の生じた理由を証する書類、受給

者証を添えて提出させることとする。 

 

 

なお、申請書及び受給者証の記載事項の変更のうち、変更申請書の提

出を要するのは、負担上限月額（所得区分、高額難病治療継続者の該当

及び世帯内按分の変更等によるもの）及び受療を希望する指定医療機関、

支給認定に係る指定難病の名称のみとし、これら以外の変更については、

特定医療費受給者証等記載事項変更届（別紙様式第５号）をもって届出

させることとする。 

 

（２） （略） 



 

 （３）指定医療機関の変更の必要があると判断した場合は、変更の申請を行

った日に遡って新たな医療機関に変更するものとし、新たな指定医療機

関を記載した受給者証を交付する。 

 

  

 

（４） （略） 

 

８ （略） 

 

 

第６～第８ （略） 

 

 

 

 （３） 指定医療機関の変更の必要があると判断した場合は、変更の申請を行

った日に遡って新たな医療機関に変更するものとし、新たな指定医療機

関を記載した受給者証を交付する。なお、指定医療機関の変更の必要が

ないと判断した場合は、変更認定を行わない旨の通知書を申請者に交付

すること。 

  

（４） （略） 

 

８ （略） 

 

 

第６～第８ （略） 

 

 

 


